
 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県退職者連合
〇今年度も引き続き立哨
見守り、声掛けを実施す
る。

長崎県私立幼稚園・認定こども園ＰＴＡ連合会

〇各加盟園における「生
活安全ニュース」「もって
こいネットワーク通信」の
活用。

〇各学校区内におけるパ
トロール活動に参加予
定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議へ参加予定。

長崎市ＰＴＡ連合会

〇市教委及び市（少年セ
ンター等）との連携を深
める。また、育成協、子ど
もを守るネットワーク等と
の連携・協力を深める。

（各ＰＴＡ）
〇学校、自治会、子ども
会、警察、育成協、児童
民生委員、保護司、地域
コミュニティ、学童等との
連携・協力。

〇市Ｐ連ホームページに
よる広報・啓発。
〇市Ｐ連広報紙による広
報・啓発。
〇広報紙研修会の開催。

（各ＰＴＡ）
〇単ＰのＰＴＡ新聞による
広報・啓発活動。

〇大型商業施設及び周
辺の巡回指導。

（各ＰＴＡ）
〇登下校時の見守り活
動、校区内パトロールの
実施。
〇100人パトロールの実
施。

〇「長崎っ子の約束」（チ
ラシ）を配布し、メディア
啓発を図る。
〇ＰＴＡ活動の手引き等
を配布し、啓発を図る。
〇通信端末機使用につ
いてのＰＴＡ役員の研修
会の実施（ファミリープロ
グラム）
〇安全安心メールの有
効活用。

（各ＰＴＡ）
〇通信端末機使用につ
いての研修会実施。
〇講演会の実施。
〇あいさつ、声かけ運動
の実施。

〇長崎安全・安心まちづ
くり推進協議会への参
加。
〇子どもを守るネットワー
ク会議への参加。

（各ＰＴＡ）
〇子どもを守るネットワー
ク会議への参加。
〇少年センター補導委員
研修会への参加。
〇校区内安全マップ等の
作成。

〇メディアルールの啓発（チラ
シの配布）予定。
〇メディア関連の研修会の開
催予定。

（各ＰＴＡ）
〇メディアルールの啓発（チラ
シの配布）
〇メディア関連の研修会の開
催。

〇ココロねっこ、暴追パ
レードへの後援や参加協
力。
〇「ながさきエコライフ・
フェスタ」における清掃
活動への参加協力予
定。

〇大型商業施設及び周辺の
巡回指導。
〇100人パトロールへの参
加。

（各PTA）
〇危険箇所のチェック。

〇単位PTAを中心に
「ファミリープログラム」
を実施。
〇安全安心メール加入
促進。更に、各単Ｐ副会
長の加入促進。

ダイヤランドまちづくり連絡協議会

〇16回目の防犯パレー
ドを行ったが、時代の流
れで生活環境も変化し
てきて何か別の防犯対
策を検討。そこで高齢者
を対象に、交流会を兼ね
て特殊詐欺被害防止講
座を企画。

〇毎月発行の「まちづく
り通信」も 70 号まで続
けてきたが 発行の手間
が非常に負担になってき
たので四半期毎と又, イ
ベント終了後の報告書
発行の形態にしたい。

〇青パト隊の内規で運
転は80歳停年となって
いて運転者が減ってきて
いるので、今年度から学
校の育友会に募集を掛
けて、仕事が休みの週末
にでもパトロールを依頼
する。

〇域内には夜間にタムロ
するような、コンビニや
ゲームセンターも無いの
でその心配は無用。
 〇「育成協」「育友会」
などの子ども達を主体に
した行事に積極的に参
加して、子ども達の話し
相手になる。

〇年間に数回開催してい
る全体会の場での安・安
心な まちづくりについて
討議を重ねていく。
 〇青パト・見守り隊の活
動している背中を見て貰
う。

〇近年特に被害が拡大して
いる、特殊詐欺事件。 特に高
齢者が狙われやすいので、大
浦警察署に相談を持ちかけ
て、詐欺被害防止呼びかけの
寸劇や講話を開催。高齢者
交流会も兼ねて、「ぜんざい
大会」も企画。

〇6年度も昨年同様、住民に
声かけて域内の清掃と、環境
 の美化に努めて貰うと共に
「整美部」も住民を巻き込ん
で草花の植栽。節句にはセン
ターに鯉のぼりを掲揚。

〇令和6年度より南小子
どもを守るネットワーク
 の事業がまちづくり連絡
協議会の事業に組み込
まれ、一緒に協業作業を
行うモデル地区に指定さ
れた。これまでと同様に、
協議会の事業として協力
していく。

長与北部地区コミュニティ運営協議会

〇青パト隊によるパト
ロール。児童の下校時の
安全指導及び夜間パト
ロールを実施。

（公財）長崎県老人クラブ連合会

〇本連合会事業計画項
目の「生活と地域を豊か
にする活動」の一環とし
て「防犯、安全対策、交
通安全等の地域見守り
活動の推進」を盛り込
み、機関誌による広報や
研修会等で啓発を図る。

〇単位老人クラブにおい
て学校・自治会等と連携
し「地域（子供）見守りパ
トロール活動」を引き続
き実施予定。

〇単位老人クラブにおい
て学校・子供会等に対す
るシニアスポーツの指導
や伝統技能・芸能の伝
承活動により交流を引き
続き実施予定。

（一財）長崎県地域婦人団体連絡協議会

〇学校や自治会等の会
議や行事に積極的に参
加し協力する。

〇安全情報をあらゆる媒
体にて収集する。
〇広報紙や研修会にて
継続的に啓発を行う。

〇各地区にて、あいさつ
運動や見守り活動を行
う。

〇各地区で声かけ運動
を行う。
〇各地で郷土芸能・郷土
料理伝承活動にて子ど
もと地域の方との交流の
場を引き続き設ける。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議出席予定。

〇ココロねっこパレードへ
の参加。
〇暴力追放「いのちを守
る」長崎市民集会への参
加。

長崎県生活学校連絡協議会

令和６年度事業者・団体の取組予定一覧表
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長崎県警友会連合会

〇警察、長崎県防犯協会
連合会、長崎県暴力追
放運動センター、長崎犯
罪被害者支援センター
等と連携し、パトロール
活動、広報啓発活動など
諸活動を推進する。

〇会報誌「長崎県警友」
を活用し、犯罪実態に応
じた広報啓発活動を推
進する。また、関係機関
から配付を受けたチラシ
等の資料を活用した広
報啓発活動を推進する。

〇地域安全サポーターに
委嘱された警友会員等
が、県下全域において交
通安全指導、防犯パト
ロール等を実施する。特
に、児童の登下校時の見
守り活動、年金支給日に
おける金融機関やATM
の警戒及び広報により
特殊詐欺被害防止に努
める。

〇各種イベント会場、大
型商業施設等の巡回パ
トロールによる非行少年
の発見と少年犯罪の防
止に努める。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議や特殊詐欺対
策官民合同会議等に出
席、または意見提言によ
り協議する。

〇県内一斉パトロールの
ほか、各地区で開催され
る街頭キャンペーン等に
積極的に参加する。

（一社）長崎県医師会　

〇本年度も特別な活動
の予定はないが、例年同
様に長崎犯罪被害者支
援センターの賛助会員と
して同センターの活動を
支援していく予定であ
る。また県警の性犯罪捜
査に協力するため、県医
師会及び県産婦人科医
会では、全県下における
協力体制の取り組みを
今年度も引き続き行って
いく。

〇本年度も同様に、県医
師会報誌、または郡市医
師会を通じて、医師会員
に周知すべき事案につい
ては対応していく。また、
県警の防犯情報「もって
こいネットワーク通信」発
信等で防犯意識の高揚
を図ると共に、近年被害
が増加しているサイバー
攻撃や情報漏洩を未然
に防ぐための広報活動
を行っていく。

〇本年度も同様に、学校
保健活動を通じて児童
の健やかな心身の育成
を図るとともに、県医師
会健康スポーツ表彰制
度を通じて青少年の健
全育成に努めたい。また
喫煙率の低下と受動喫
煙の防止は、県民の健康
を守るための喫緊の課
題であり、本会において
も日本医師会「受動喫
煙ゼロ宣言」を支援し、
青少年の健全育成に更
に努力して行きたい。

〇「長崎県サイバーセキュリ
ティに関する相互協力協定」
に基づき、引き続き各関係機
関との情報共有、セキュリティ
対策研修会等を実施してい
く。

〇行政等が行う犯罪対
策に向けた活動に積極
的に参画し、協力体制の
取り組みを引き続き行っ
ていく。

〇本年度も、児童虐待予
防のため、産科医療機関
が持つ妊娠初期から産
後１か月くらいまでの母
子情報について、行政に
おける保健、福祉が共有
し、必要な支援につなげ
ていくための取り組みを
実施する。

日本放送協会長崎放送局

〇引き続き報道機関の
責務を果たし、地域に貢
献していく。

〇引き続き、取材活動を
通じて、安心・安全の情
報を届け続ける。

（株）長崎新聞社

〇引き続き取材活動を通
して各団体と連携し、本
業である新聞発行を通
じて安心・安全なまちづく
りに貢献する。

〇引き続き各団体の活
動の広報・啓発に努める
とともに、犯罪概況や犯
罪抑止に向けた方策な
どを積極的に発信してい
く。

〇青少年健全活動の現
場を積極的に訪問し、そ
の取り組みをPRする手
法で貢献していく。

国立大学法人長崎大学

〇禁止薬物に関する講
話により啓発を図る（4
月・12月に実施予定）

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
会議に参加予定。

〇消費者トラブルに関する講
話（新入生向け）を実施予
定。
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（公社）長崎県防犯協会連合会

〇県、警察、県下各地区
防犯協会及び防犯ボラ
ンティアなどと連携し、犯
罪なく３ば運動、ニセ電
話詐欺被害防止をはじ
めとした各種犯罪防止
対策に積極的に取り組
む。

〇青色防犯パトロール団
体に対し、活動用資器材
及び活用資料を提供す
るなどの支援を予定。

〇県内の小中学校など
にチラシを配布して、薬
物の乱用防止、非行防
止等の広報啓発活動を
実施予定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議に参加予定。

〇風俗営業等管理者に対す
る講習会を開催予定。

〇関係機関と防犯キャン
ペーン等を実施予定

〇消去場所を選定し、落書き
消去活動を実施予定

大村市竹松地区防犯協会

〇大村市・大村警察署及
び宮小路交番と連携し、
竹松地区セーフティモデ
ルタウン計画を継続実施
予定。

〇生活安全ニュース及び
県警キャッチくんの情報
及び防犯チラシの配布、
２０町内会長に啓発活動
予定。

〇年間計画に基づき、富
の原小学校及び竹松小
学校区の青色パトロール
の実施予定。
〇竹松ふれ愛ステーショ
ン各機関合同による周
辺パトロール実施予定。

〇地域住民による児童の
登下校の見守り活動・挨
拶運動の実施。

〇大村警察署の生活安
全ニュース、宮小路交番
発行の「防犯宮小路」の
活用説明。

〇大村市自治体合同による
研修に参加予定。

〇防犯啓発チラシ配布
予定。

〇公園広場等の樹木及び植
え込みを計画的に剪定し見通
しを良くする。
〇各町内会ごみ拾いを計画的
に実施し、環境美化活動予
定。

〇防犯灯１５～２０基　独
自新設予定。

長崎県少年補導員連絡協議会

〇令和６年度「ココロねっ
こ」運動への協力参加。
〇長崎県青少年育成県
民会議への参加。
〇青少年の非行・被害防
止全国強調月間に伴う
行事等への参画（７月）

〇「ココロねっこパレー
ド」への後援・協力（11
月）
〇子供・若者育成支援推
進強調月間に伴う非行
防止活動への参画。

〇各地区による随時街
頭補導の他、毎月１回街
頭補導を実施。
〇祭礼行事等における
特別補導の実施。
〇児童生徒の登下校時
における見守り活動と校
区内パトロール。

〇各地区による随時街
頭補導の他、月１回街頭
補導を実施。
〇祭礼行事等における
特別補導の実施。
〇児童生徒の登下校時
における見守り活動と校
区内パトロール。
〇警察や関係機関等と
連携した少年の立ち直り
支援・居場所づくり活動
の実施。

〇令和６年度長崎県犯
罪のない安全・安心まち
づくり推進県民会議出
席。

〇各地区少年補導員の技量
向上のための各種研修会の
実施。

〇各地区の行事に合わ
せた少年非行・犯罪防
止キャンペーンの実施。
〇20歳未満喫煙防止対
策協議会及び街頭イベ
ントへの参加。
〇20歳未満飲酒防止並
びに飲酒運転撲滅全国
統一キャンペーンに伴う
協力・参加。

〇登下校ルート及び駐輪場等
における防犯診断の実施。

〇少年補導員としての技
量向上を目的とした各種
研修会への参加。
〇全国少年警察ボラン
ティア協会主催「少年問
題シンポジウム」出席
（11月：東京都）
〇警察庁主催「少年警
察ボランティア・リーダー
シップ研修会」出席（２
月：東京都）

浦上警察署管内少年を守る母の会連合会

〇今年度も警察と連携し
活動を進めていく予定。

〇ココロねっこパレードに
参加予定。
〇年末キャンペーンに参
加予定。

〇各地区で実施予定。 〇登下校の見守りを行う
予定。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への参加予
定。

長崎県二輪車自転車商協同組合

〇電動アシスト自転車の
安全な乗り方講習会。

〇5月の自転車月間で
自転車利用者にヘルメッ
トの着用努力義務化の
啓発活動。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議へ出席。

〇県内の小中高校で自転車
の安全点検時に防犯登録の
推進と自転車盗難防止のた
めの鍵の二重ロックの必要性
の講習会を実施予定。

（一社）長崎県建設業協会　

○「全国交通安全運動」
(春・秋)、「交通安全県
民運動」（夏・年末）の実
施について、HPにより会
員へ周知・協力依頼。
○暴力追放運動など職
員を対象とした所内回
覧。

○長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への参加。

〇テレビ、新聞等メディア
及びホームページを活用
した防犯広報を実施予
定。
〇公共交通機関バスの
ラッピング広報を本年度
は６か月実施予定。
〇防犯ポスター、標語、青
パト活動写真を募集及
び防犯ポスターの展示
会を実施予定。
〇募集した防犯ポス
ター、標語で入選した作
品で、防犯ポスターを作
成し、公共交通機関のバ
スの車内に掲示し防犯
活動の強化を広報予定。
〇実施した防犯キャン
ペーンにおいて、地域安
全及び少年の健全育成
等についての広報啓発
リーフレット・チラシ等を
配布予定。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

（一社）長崎県建築士会

〇長崎市消費者センター
と連携して、悪質リフォー
ム業者から消費者、特に
高齢世帯を守る取組み
をおこなう。
〇毎月１回開催の無料
住宅相談会を活用し、悪
質業者に関する相談を
受けるが、ここでの見聞
を社会に活かす取り組
み。

〇近年、自動車などのラ
イトがLEDに変わり、明
かりが強すぎて非常に危
険になっている。横断歩
行者の死亡事故が多発
している原因（蒸発現
象）でもあるとみられる。
そもそも明るければ良い
というような素人発想の
考え方では危険であり、
従来と光の性質が違うこ
とを理解できなければ問
題解決にならない。夜警
のライトアップと同じで、
建築士が専門家としての
観点から人に優しい光の
啓発に努めたい。

〇引き続き、挨拶や声掛
けなど地域における関わ
りを大切に続けていきた
い。あらためて素顔の感
情表現の大切さを伝えて
いきたい。顔を隠すことは
犯罪につながる。建築教
育を通じて学校行事・活
動に参加していきなが
ら、青少年を見守ってい
きます。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議へ参加予定。

（一社）長崎県警備業協会

〇警察本部、暴追セン
ター等と連携し、暴排活
動を推進する。

〇協会発行の機関誌等
で販売被害防止などの
広報・啓発活動を推進す
る。
〇「警備の日」広報キャ
ンペーンにおいて、チラシ
配付などにより、広報・啓
発活動を実施する。

〇警備業者において、見
守り活動、ニセ電話詐欺
被害防止のパトロールを
実施する。
〇警備業者において、強
盗事件、窃盗事件被害
防止のためのパトロール
を実施する。

〇警備業者において、登
下校時間帯における通
学路での見守り活動を
実施する。

〇暴力追放「いのちを守
る」長崎市民集会及び
暴追パレードに参加す
る。
〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議に参加する。

〇防犯指導技能養成研修会
に参加する。

〇「警備の日」における
街頭キャンペーンを実施
する。

〇継続して「パートナーシップ
事業所」の幟を掲示する。

〇犯罪被害者等支援講
演会に出席する。

長崎県中小企業団体中央会

〇長崎県警察本部サイ
バー犯罪対策課と連携
した「サイバーセキュリ
ティ通信」のホームペー
ジでの周知。

〇ココロねっこパレードへ
の後援及び参加。
〇「犯罪なく3ば運動」の
啓発。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への参加。

〇暴力追放「いのちを守
る」長崎市民集会への参
加。

長崎県商工会議所連合会　

〇イベントの実施等につ
いて所轄警察署と事前
協議を行う。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への参画。
〇長崎地区暴力追放運
動協議会への参画。

長崎県商工会連合会　

〇時津警察署協議会に
委員として参画し、地域
の様々な問題について、
犯罪のない安全・安心な
まちづくり、交通安全、災
害対策について協議、意
見交換を行う。
〇長与町交通安全対策
協議会に委員として参
画。
〇時津町安心・安全まち
づくり町民大会への参
加。
〇商工会女性部事業の
実施（時津警察署と園
児との交流）
・鍵にゃん誕生日会参加
・七夕飾り付け参加
・クリスマスツリー飾り付
け参加

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への参加。

〇屋外防カメラによる24時間
常時録画と警察への協力。
〇警察や行政からの依頼に応
じて、会報・ホームページなど
を通じて会員や一般住民への
情報提供を行う。特にニセ電
話詐欺の被害防止対策につ
いては、管内事業者への情報
提供を強化する。
〇吉井町街路灯組合、世知原
街路灯部会、小佐々町街路灯
組合を支援し、各町内の街路
灯維持により夜間防犯を図
る。
〇R5年度に事務所内に防犯
カメラ・センサー・モニター等
を設置し、セキュリティー強化
に係る環境整備を行った。ま
た、事務所入り口にも180度
カメラを設置し、周辺地域の
防犯活動にも寄与している。
R6年度も引き続き犯罪防止
に努め、関係機関との連携を
図っていく。

4



 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

（一社）　長崎青年会議所　

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への委員参
加。
〇長崎市安全・安心まち
まちづくり推進協議会へ
の委員参加。

〇ポスター、チラシの掲
示。

〇青年育成事業の実施。

浜市商店連合会

〇長崎警察署、丸山交番
と連携し、地域の安全安
心に繋がる活動を行う予
定。
〇長崎中央消防署と連
携し、消防訓練を計画。

〇アーケード内放送設備
を使った啓発活動を実
施予定。

〇防火・防犯を目的とし
た夜警活動を実施予定。
〇アーケード設備の定期
的な点検活動を実施予
定。

〇万引き防止活動の継
続。

〇理事会での情報共有
と対策を協議。

〇街頭キャンペーン活動
へ参加予定。

〇防犯カメラの適正運用と捜
査への協力。

させぼ四ケ町商店街協同組合
〇防犯カメラの閲覧、撮
影の協力。

〇ポスターの掲示、街内
放送での呼びかけ。

〇売台の設置状況の見
回り、道路・アーケードの
天井の破損等の見回り。

〇年末安全パレード等に
積極的に参加する。

〇防犯カメラの運用・犯罪捜
査協力。

（株）ファミリーマート　九州リージョン

〇随時、県警・各警察署
等へご相談実施。

〇警察官募集、万引き防
止等、ご依頼のあった掲
示物を店舗へ配布、掲出
実施。

〇有害図書の販売・閲覧
等の自主規制。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議へ参加予定。

〇未成年者飲酒防止
キャンペーンへの参加。
〇未成年者喫煙防止
キャンペーンへの参加。

〇全店防犯カメラ設置。
〇特殊詐欺被害阻止のため
のお客様への声掛け環境整
備の実施。

〇一般社団法人日本フ
ランチャイズチェーン協
会におけるセーフティス
テーション活動の実施。

長崎県金融機関防犯連絡協議会

〇各地区の金融機関防
犯協会と地元警察署と
連携した防犯訓練（振り
込め詐欺等未然防止訓
練を含む）の実施。

〇「犯罪のない安全・安
心まちづくり推進旬間ポ
スターの会員向け配布。
〇県警の要請に基づく会
員へのタイムリーな広
報。

〇県主催の「犯罪のない
安全・安心まちづくり推
進県民会議」へ参加予
定。

〇県警本部より講師を招き会
員向けに防犯業務実務担当
者研修会を開催。

〇各地区防犯協会開催
の防犯運動への参加
（各地区金防協）

日本貸金業協会長崎県支部

〇警察に対し、ヤミ金被
害等に関する情報提供
を行う（協会本部より警
視庁へ）
〇行政機関・消費生活セ
ンターへの訪問等を行
い、各種情報の共有化を
図る。
〇多重債務協議会参加
し、情報の提供を行う。

〇金融トラブル被害防止
に関する啓発資料等を
窓口に備置及び配置し、
消費者等の被害防止・
啓発を行う。
〇協会のホームページに
悪質業者の社名や手口
を公表し、注意喚起を行
う。(https://www.j-
fsa.or.jp)
〇消費者等からの相談
に応じ、貸金業登録の有
無等の調査及び対応に
ついて助言、回答を行う。
〇一般消費者や高校・大
学等の教育現場からの
要請に基づき消費者向
け金融トラブル防止の出
前講座に、協会及び令
和5年6月にほっそきうし
た「金融リテラシー向上
コンソーシアム」から講
師を派遣します。（無料）
コンソーシアム事務局
03-5739-3016
〇成年年齢引き下げに
伴う若年者向け啓発
ツール（ミニパンフレッ
ト）を関係先へ配布し、
若年者の金融トラブル被
害防止・啓発を行う。
〇若年者金融トラブル
ホットラインにより若年者
対応にあたる。
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 事業者・団体名 関係機関との連携活動 広報・啓発活動 パトロール活動
少年の非行防止

青少年の健全育成活動
安全・安心まちづくりに
ついての話し合い、協議

 防犯研修会（教室）
 の開催

街頭活動、街頭キャン
ペーンの実施 ・参加

犯罪防止に配慮し た
環境整備

そ　の　他

長崎県校長会

〇学校区内の「こども
110番の家」の周知を図
る。
〇交通指導員、少年補導
員、警察、関係及び協力
機関等との連携・協力の
もと、情報共有や啓発活
動を行う。

〇「長崎っ子の心を見つ
める教育週間」を実施
し、学校・家庭・地域で子
供についての情報の共
有化を図る。
〇保護者連絡用のアプリ
を活用し、啓発を図る。

〇学校区における「100
人パトロール」や学校区
内の地域行事等でのパ
トロールを実施する。

〇育成協の協力による
ネットワークパトロールを
実施する。

〇学校区内にある地域コ
ミュニティ協議会等にお
いて、情報交換・情報共
有を行う。

〇各学校で警察等関係機関
に協力していただき、メディア
研修会等を実施する。

〇「ココロねっこパトロー
ル」へ参加する。

〇通学路の死角、たまり場、空
き家等の危険箇所がないか
確認を行う。
〇防犯ブザーの点検を促す。

長崎県高等学校長協会

〇状況に応じて必要があ
れば実施。

〇各校の状況に応じて注
意喚起を実施。

〇各種行事に応じて可
能であれば実施予定。

〇各種行事に応じて可
能であれば実施予定
〇学校行事におけるＰＴ
Ａの積極的参加や挨拶
運動を実施。

〇学校評議員会等の機
会をとおして、地域の方
との情報共有を実施。

〇危機管理教室、薬物乱用
防止教室、情報モラル教室を
実施。

長崎県私立中学高等学校協会
〇もってこいネットワーク
通信の回覧。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への出席。

長崎県私立幼稚園・認定こども園連合会

〇各加盟園における「生
活安全ニュース」「もって
こいネットワーク通信」の
活用。

〇各学校区内におけるパ
トロール活動に参加予
定。

〇「子どもを守る長崎ひ
まわりプロジェクト」への
参加。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議へ参加予定。

〇各地区加盟園において必
要に応じて開催予定。

〇各加盟園の状況に応じた防
犯カメラ等の導入、ガードマン
等の配置。

長崎県ＰＴＡ連合会

〇県警及び県教委、県こ
ども未来課等の関係諸
機関との連携強化。

〇児童生徒の登下校時
における子どもを見守る
活動と校区内のパトロー
ルの実施予定。

〇いじめ防止及びいじめ
根絶を目的とした児童生
徒対象の「いじめ防止標
語コンテスト」を実施予
定。
〇スマホ・携帯電話等の
フィルタリング研修会の
みにとどまらず、ゲーム機
等も含んだネット全般に
わたる保護者向けネット
研修会を一部の各郡市
PTA連合会や単位PTA
で実施予定。
〇家庭教育力の向上を
めざして「三行詩コン
クール」を実施予定。優
秀作品は県Ｐ連で表彰
し、さらに全国コンクール
へ推進する予定。

〇損害保険会社と連携
してPC・スマホで閲覧で
きる「あんぜんｍｙマッ
プ」を県Ｐ連が提供し、
会員への周知を図る。

〇「ダメ。ゼッタイ。」ヤン
グ街頭キャンペーン、ココ
ロねっこパレードへ参加
予定。

長崎県私立中学高等学校ＰＴＡ連合会
〇もってこいネットワーク
通信の回覧。

〇長崎県犯罪のない安
全・安心まちづくり推進
県民会議への出席。

県民会議壱岐支部

〇保護司会とともに、街
頭補導活動を行う。また、
壱岐保健所からのポス
ター等の配布があれば、
薬物撲滅運動の啓発活
動の推進を行う。

〇青色回転灯パトロール
車でのパトロールを実施
する。

〇県下一斉パトロールに
参加し、啓発活動を実施
する。

〇少年の万引き、自転車
等の窃盗などを起こさな
いよう地域での情報交
換や環境づくりをする。

〇県民会議壱岐支部会
議他、暴力追放推進協
議会、防犯協会連合会、
保護司会等などで安全・
安心まちづくりについて
の話し合い、協議を行う。

〇交通安全運動キャン
ペーン等において、チラ
シ、啓発用グッズの配布
を行う。

〇市内各港、空港、主要な道
路交差点の防犯カメラの常時
運用（常時録画）できるよう維
持管理に努めていく。

県民会議新上五島支部

〇防災行政無線放送に
て住民の犯罪意識の高
揚を図るための啓発活
動を実施。

〇犯罪のない安全・安心
まちづくり推進旬間の１０
月１１日に防犯パトロー
ルを実施（有川小学校
区）

〇青少年柔剣道大会を
実施（１１月１７日開催予
定）

〇新上五島町生活安全
推進協議会を開催（９月
開催予定）

〇防犯パトロールの際に
各家庭のポスト等へ啓発
チラシを投函。

県民会議五島支部

〇警察・町内会等と連携
し、防犯巡視活動を実
施。

〇公共機関等に啓発ポ
スターを掲示。
〇防犯パレードへ参加。

〇防犯巡視活動への参
加。
〇青パト・見守り活動の
実施。

〇関係団体の会議に出
席予定。

〇年金支給日における
特殊詐欺被害防止の街
頭キャンペーンへの参
加。
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